事　務　連　絡
平成22年７月９日

　関係各法人代表者　様

神奈川県保健福祉局福祉・次世代育成部障害サービス課

事務処理安定化支援事業に係る県への届出について

　このことについて、平成22年７月１日付け障サ第87号「事務処理安定化支援事業実施要領の一部改正について」により、平成21年度に既に県への届出をしている事業所については、改めて届出を行わないこととする旨通知したところですが、各事業所が適用する補助単価について市町村に情報提供をする必要があるため、次のような取扱いとします。
· 平成21年度に本助成金の適用を受けるために県への届出をしたが、支給決定市町村の予算対応の事情等により平成21年度に助成を受けておらず、今年度適用を受けようとする事業所については、改正要領の様式（別紙１）により次のとおり県への届出を行うこととする。
・「２　事務職員配置の状況」については、平成21年度に県に提出した届出書と同様の内容を記載する。

・「３　算定の対象となる利用者数」については、平成21年７月現在の実利用者数を記載し、それに基づいて適用単価欄に「○」をする。
・助成金の額は、原則として平成21年７月の実利用者に応じて算定することとする。
・県への届出提出期日　平成22年７月３０日（金）
なお、平成22年７月1日付け障サ第87号通知、改正要領及び県への届出様式はウェブサイト障害福祉情報サービスかながわに掲載しています。
· 障害福祉情報サービスかながわ
　　http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/
問い合わせ先

事業支援グループ　堀口・海藤

電話　045（210）4717（直）
